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アメリカにおける失業保険制度の成立

社会保障財政の成立過程の分析ー←

井 本 正 人

は じ め に

近年，アメリカ歴史学の領域では， iニューレフト史家」たちによってエュ

ーディールの再評価が試みられてきたc その内容は，ニューディーノレの革新性

を強調する従来の革新主義者の理解とは異なり， Corporate-liberalism の概念

化によってその体制内的・保守的性格をその評価の前面におしだすυ。 二ュー

ディーノレの諸改革はたしかに，体制内的改良としての保守的側面をもつことは

否定できない。しかし，その諸改革を必然化させた運動と理論を多面的に検討

し，それによって総体としてのニューディールに関する評価をおこなうことこ

そ重要であると思われる。ところで，ニューディールの草新性と保守性との問

の関連を検討するにあたっての好個の素材となるものは，ニューディーノレ下で

成立した社会保障法 (1935年)， とりわけその重要な構成部分である失業保険

制度であろう。なぜならば，失業保険制度こそは，ニューディール政策り根底

にある失業問題解決の最も直接的な手がかりとなる制度であったからであり，

それ故に，革新性と保守性の対立点は，こり問題をめぐって最も端的に凝縮さ

れ工あらわれるからである。

さc，アメリカにおける失業保険立法化運動は，主として， コニモンズ CJohn

R. Commons) に代表されるいわゆる予防仁preventIo心理論i'~，エプスタイ

ン CAbrahamEpstein)やノレピノウ (1田 acM. Rubinow) などの主張する社

1) B. J. BeロlStein，The New Deal， in B. }. Bernstein (ed.). Towards a New Pasζ1968， 
p~ 2日，琉球大学アメリカ研究所訳「ニューレアトのアメリカ史像J，1972， 217ベージe
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会保険理論との対抗関係において把握されうる。前者の予防理論は，産業復興

政策基調の景気回復策を実施し，失業者にたいして事業救済と民間保険原則に

基づく失業保険制度を考えていたんーズベルト CFranklinD. Rooseve1t)にと

っては理に適ったもりであった。だが，これとは対照的なのだが，失業者の困

窮からの救済を重視し，所得再分配によって購買力を増大させ，景気回復をも

はかろうとする社会保険理論もまた立法化へ犬きな影響力を及ぼしつつあった

のである。社会保障法となって実現されるのは基木的には予防理論の流れであ

るが， とD小論では，諸階級の利害関係を背景色するこれらの運動と理論の角

家過程を検討することによって， エューディーノレ評価にあたっての一つの問題

提起を試みたヘ

1 1920年代における失業保険の状況

公的失業保険を求める法案は， 1916年マサチュセッツ州において提案された

のを最初とし， 20年代には 7州の議会で19の法案が提出されたがいずれも成立

には到っていない。この立法化運動は，ヨーロッパでの経験の移植あるいはそ

れとの対抗関係においてすすめられてきていた。他方，この運動に多大の影響

を与えるようになる任意 (Voluntary) の失業保険制度は， テイラー (F. W. 

Tailor)の科学的管理法をさらに発展させ，労働組合の「代替政策 (policyof 

“substitution") Jを推進するいわゆる「福祉資本主義 (WelfareCapitalism) Jω 

のイデオロギーの下で，また~ AFL (American Federation of Laborアメリカ

労働総同盟〕の1923年大会で明確に打出された労資協調 (union-management

co-opemtion)路線上ωで徐々にではあるが実施されつつあった。

2) 我が国における研究においても，制度論的展開町限界を超えようとする試みがなされている.
藤田伍 ，アメリカ士業惇険成ぷのー側面， r一橋言語叢」第68巻第6号， 1972年12月:&U'第69巻
第 1号， 1973年 1月参照L

3) S. Perlman， A Theory of Labor Movement， 19:よ8，pp. 209-218.松井七郎訳「労働唱勤
の理論J1954， pp.193-201， 

4) M.]. Nadworny， &五回tificManagement and品.eu.問。叫 1955，pp.12ι135，小林康助
訳「新版科争的菅唖と曹働組合I1977. pp.202-213へ え
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(1) 任意の失業保険制度

任意の失業保険制度は，労働組合によるプラン，労資共同のプラン，及び会

社によって設立されたプランの 3つに分類されうる。 30年代に公的失業保険が

提起される際にも，多くの場合この任意フaヲンの経験が考察される。それ故，

まずこれらのプランの特徴を概括しておこう。

30年代に到るまで AFLは，社会保険， とりわけ公的失業保険に反対してい

た。コンハーズ (SamuelGompcrs) によれば，自らも 1876年の葉巻了組合大

会で組合基金を提案してきたように，失業問題の解決は封働組合の責任であり，

労働組合プランは組合強化の一手段であった。そして彼は，公的失業保険に対

しては，自由の放棄であり，向助の精神にもとづく任意主義 (Voluntarism)へ

の敵対であると位置づけた上で，州の雇用局 (stateemploymen t offices)に労

働者監視の手段を提供し，給付資格をとるために大幅の賃金減少を伴うとして

反対していたのであったヘこうして，大部分が AFL 傘下であるこの労働組

合プランは， 1928年には，小規模の 3国際組合と38の地方組合において実施さ

れており，約35，000人〔労働組合員総数の約 1%) の労働者を擁していた。し

かし，これらのプランのほとんどは高級熟練労働にもとづく高賃金によって維

持されており，合理化・産業再編成による熟練労働の解体とともにその基盤を

掘り崩されざるを得なかった。また，少数の労働組合員でしかも組合単独とい

うことに規定される資金力の弱さもこのプラ γの限界を示していたヘ

一方，労資共同プランは，衣服業の分野己実施されつつあった(第 1表〉。そ

してこのプラ γの推進者は，主に， AFL の政策に反して公的失業保険をも望

む指導者たちであったと言われているへ ここでは， 三ノカずの合同男子服労働

5) D. Nelson， U:冗emμ町問。ztInsurance. 1969， pp. 65-67， 72 なお，ゴンパーズは.1886年
AFL結成以降， 1924:'年の死亡年まで AFL委員長であった。

6) 労働組合プランのうち熟練工からなる印刷関係労働組合が.230)地方組合で約29，000人を占め
た.国際組合である葉巻工組合は，機械化による熟練田解体と組合員の老齢化のため， 192(車失
業給付を中止唱石版工国際組合も同プランを1923年廃止固また最大の地方組合であるユー ヨー
クD活版工組合は， 1928年， 29年には組合員受給者の割合と期間が増大してきていた巴 P. H 

Douglas & A. Director， The Probl.釣 nof Une剖 μ町四四t.1931. pp. 464ヶ466.
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第 1表労資共周プラン

産 業 |設立年|制度適(用1叫労働者数

1.壁 紙 1894 450 

2 婦人服 クりープランド 1921 1，000 

ニューヨーク(外套及び礼服〕 1924 ③ 

(ドレス〉 1925 ⑥ 

3 男子服 シカゴ 1923 15，000 

ロチュスター 1928 10，000 

ニューヨーク 1928 30，000 

4. レス製造業 I 1四~盟| 4旧D

5.製帽エューヨーグ(帽子〉 1924 2，口口0

(麦拝帽〉 1924~25 5口D

ユ晶一河ーグ以外7市〈帽子〉 1923，....，25 ]，000 

6 洗濯亙ぴ染色シカゴ 1925 2.1口D

セ γ トルイス 1927 450 

7. フルファッションーメリヤス 1930 7，口口D

(注@1924年に組合員は約33，000人. ilil 1925年に組合員は約18，000人。
(問所) B. M. Stewart. UnemTloym四 tBenefits帥 theUnited States， 1930._ p. 94 

Eび P.H. Douglas & A. Direct町 ，The Pn品lemof Unempl，町間ent.ヲ 1931，
p.171より作成，

組合 (AmalgamatedClothing Worl母国〕とクリープランドの婦人服労働組合

(International Ladies' Garment Worl回目〕による共同フ・ヲンをみてみよう。

合同男子服労働組合は，第一次大戦後の資本による労働組合への攻勢に対

して. 1920年 5月の全国大会でそれまでの戦闘的 (militant) な労働運動か

ら労資協調路線へと方針転換を行なった。これは，組合長ヒルマン (Sidney

Hillman)が「生産基準 (Standardsof Production) Jと呼んだ労資協調，合理

化・スピードアップへの労働組合の参加による組合存続路線であったへ こう

したなかで， 23年，他の市場で10%の賃上げがなされたにもかかわらず7%の

7) D. Nelson， op口t.，p_ 77. 
8) J. Hardy， Theα'othing WQrkers~ 1935， p. 189なお，当時，合同男子服労働組合は AFL

に加盟していなかった.
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賃上げを受け入れ，同時に雇主が労働者と同額(賃金支払額の1.5%)を失業保

険基金に拠出することに同意した時，このシカゴプランは成立したのであった。

その際，組合側は，特定企業 (establishment)での失業率増大による基金枯渇

を回避するために，市場ベースでの基金を要求したが，雇主とりわけ安定雇用

が比較的可能な大企業の雇主たちは会社単位の基金を主張し，結局この産業で

6基金が別々に設立されてしまコた。 RPち，大企業はそれぞれ 1基金をもち，

請負業者は共通基金 (commonfuηのを，衣服業協会加入の中小企業は 1基金

を，そ Lて協会以外の諸企業は合同基金仁;ointfund) をもつことになったの

であるへ これは明らかに企業規模の相違にもとづき大企業の利害関係を反映

した基金形態であったと言えよう。

また，クリープランド婦人服労働組合の共同プランも，不況の21年， 15%の

賃金カットと工場内での「生産基準」設定の代替物として年40週間の雇用保証

を行うという合意の下で設立された。そしてこの場合，実際にはほとんどの企

業が十分な雇用を提供できたため， 21年~29年の給付総額は186，000 ドルで， 27 

年~29年の賃金総額の約O五%であり，産業にとっては非常に軽い負担であっ

tc.10)。

次に会社フーヲンについてであるが， このプヲ Yは， 30年夏ゼネラノレ・エレク

トリッグ社が失業保険計画を発表するまでは， 11の会社で実施きれていた(第

2表〕。これらは，はじめ保険プランというよりもむしろ「雇用保証 (guaran.

teed employment)Jプランであった。 20年代に労資協調路線へと転換していっ

た AFLは，公的失業保険反対の方針は変わらないものの，失業保険にたいす

る雇主責任を主張し，失業予防のための安定化 (stabilizatioめと規制 (regu-

larizatioめが必要であることを主張するようになっていた'"。だが，福祉資本

9) B. N. Arm.strong， Insuring the Essentials， p. 540. :Rび P.H. Douglas & A. Director. 
Q少'.cit.， pp. 476戸 477

10) なお，フルアアツショ Y・メリヤスIIH古の場合も，不況の1930年，賃金カットと合理化への
同意の代替物として完全なユニオγ ジ 2 ツプ失業保険規定を護得している。 P.H. Douglas & 
A. Director，品id.， 即 478，4t)O. 

11) D. Nelson.。ρ 口"t.，pp. 75-76. 



第z表会社フラ γ

会社名 i設立年l従業員;1t資格者

1，デニソン製造会社 1916 2，790 2，308 半年以上勤続担

2 コロ γピア瞳詰会社 1917 155 98 年52週間目雇用

3， f/ ッチ~;えープリーチャリ 1919 488 441 一時解雇及びシ

1，統一ダイヤモ γド工場 1921 100 100 半年以上勤続調

5，クロッカーーマッケルウィ γ会社 1920 742 316 年44週間の雇月

6，ジョンA，マニング会社 1922 516 466 拠出制保険，と

7. S. C. :.P!<ンソ ν会社 1~22 359 3口D 半年以上勤続三日

8， リースノースラップ 1923 921 800 一時解雇及び$

9，プログター (アイポリーデーノレ) 1923 2，607 2，058 
半年以土勤続拍

&ギャ γプル〈ポートーアイポロー〉 1923 1.468 1，123 

10，プヲウン&ベイり 1927 154 12日 ショート，タイ

11，合同水力&製紙会社 1929 900 700 1ヶ年勤続従ヨ

ゼネヲノレ エレクトリック CGE) 1930 78，380 42，500 勤続 1年で白控

ウ f スコ'/，//の 3会社合同プラン 1930 330 202 勤続2年ー時事

ロチェスタ で白14企業合同プラン 1930 26，000 一時解雇へ0)9
(出所) P. H. Douglas & A. Director， The Problem of l1nem~戸町ment， 1931. p.467及ひ

the Essentials. 1932， p.回日より作成
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主義を推進しようとした雇主は，独自にこのような会社プヲンを採用しつつあ

ったのである1へそれらは統一ダイヤモンド工場のプランが，失業給付を行っ

ているダイヤモンド工組合に労働者が加入するのを阻止するために計画され

た聞のをみて明らかなように，組合対策的な性格によって強く規定されていた。

加えてp プログター・アンド・ギャンプル社のプロクター (W.C. P<octor)社長

が「就業保障制度採用以来，生産能率及び収益の著しい増加を見るに到った」凶

とその成功の程を述べているように，当時の会社プランは，雇主のイエンアテ

ィプの下で利潤計算にのっとって成功裏に実施きれた，労務管理的性格をもっ

「社会的費用」であ勺たと言えよう。

以トのように. 20年代の任意失業保険は，労働者による失業保険の必要性を

反映していたとは言え，それが福祉資本主義のイデオロギーと労資協調路線の

枠の中で増大していったが故に，雇主のイニシアティブの下でその責任は非常

に限定されたものとなり，また雇主負担も明らかに生産性の上昇内で，実質的

には賃金部分内で小額に固定され，著しく軽いものであったと言い得る。公的

失業保険の「アメリカンプラン」のベースとして理解される任意プランとは，

およそ以上のようなものであったのである。

(2) 公的失業保険を求める運動と理論

まず，第 1次大戦後の労働党運動(laborparty movement)においてウェッ

ブ (SidneyWebb)の影響を受けた失業保険立法化運動がみられる。ポノレシェ

ピズム (Holshevism)とゴンパーズに恐れられたこり運動は，イリノイ州労働

迫合(Il1inoisState Federation of Labor) とγ カゴ労働連合 (ChicagoFed-

12) i会社プランば，主に科学的管理に関心のある雇主によって創設され，そして大部分は，雇用を
規制するための広範囲のプログラムの一部として採用されたJB. M. Stewart， UnempZa，戸間d

Benefits制品eUnued S;師 tes.1930， p. 95 

1町 P. H. Douglas & A. Direc阻む op.czt.， P目 470

14) 森田良雄「失業補償論J1932年.137ベー止なお.1920-21年の不況の時， ダッチェス・プ
リーチャリ一社はその給付条件をヲ1き下げている。 また.GE社では.19::1C年四月。不況のた
め.失業手当の支払決定と同時に「緊急事酌が宣言され勾拠出金の増大と給付金の減額が押し
つけられたことから明らかなように，このプラ γの労働者にとって不安定住は否定できないもの
であった回 R N. Armstrong，ο，p. cit.. P. 538 
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eration of Labor) がその中心的位置にあり. 1日年春には，失業者にたいする

全額支払 (fullpay)と包括的な社会保険プログヲムを要求した。さらに11月，

種々 。J州や地方り労働者政党山がンカゴで全国労働党を結成した際，失業者に

たいする財政的援助を含む綱領を提案した。しかしこの立法化運動は. 20年の

農民労働党 (Farmer-LaborParty)結成以降のラフ元レッ下〈犬統領候補上院

議員 RobertM. La Follette)擁立過程での混乱において後景ヒ退いてゆ<le1l。

他方. 20年代の立法化運動に最も大きな影響力をもーったのは AALLCAmer. 

ican Association for La bOI Legislationアメリカ労働立法協会)17)であった。

この組織は. 20年代に提案されたほとんどの失業保険法案の起草に参加してい

る。ここでは，それらの基礎となったいわゆるフーパー CHuber) 法案を中心

にウィスコンシン州での立法化運動をみてゆこう。

ウィスコンシン州では，第一次大戦後の動員解除に伴う失業問題もあったが，

失業保険立法化運動として広〈推進されてくるのは. 20年 7月の州労働連合大

会以降のことである。この大会では，代表者たちは，前記の労働党運動を支持

し，ゴンパ ズを非難していた。ここに招かれたヨそンズは，不況を背景に失

業保険の必要性を訴え. I失業保険が失業を減少させ，産業を安定化させ，生

産のスピードを上げる」と述べつつ，ウィスコンシン州での労働者災害補償

(workmen's cornpensation) の経験を引用し， その方向性を指摘した問。だ

が，この大会後. 21年の州議会に失業保険を提案するための委員会で問題とな

ったのは. 1916年7 サチュセッツ州で提案されたようなイギリス型凶か，ある

いはコモンズの主張する従業員拠出制及び雇主支払決定にもとづく失業予防努

15) 卦働者政党の成長がみられたのは，ベンシノレパニア，オハイオ，インディアナ，ワ γ ントン，
ミネソタ，ノースダョタ， カンサスなど.

16) D. Nels岨 ，op. cit.， pp. 69ー.71
17) コ壬γズやアγ ドリー ヌ CJohnB. And四 ws)を指導者とし，デーソソ(デコソソ製造会

社社長 H.S. DennisonJのような一部実業家をもその構成員として含み，失業保険立制凶推
進するほとんどの労骨組合指導者がこの組臓のキャンベーンに加わっていた。

18) D. Nelson， op口九 p.109 

19) マサチュセッツの法案は. AALLの社会保険委員会とマサチュセy ツタ詰寝委員会によっτィ
ギリスをそデルに作成されたが，アメリカへの適用として一定の予防規定も含まれていた。そノ
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力の方法かの選択であった。組合指導者たちは， (i)一般組合員は従業員拠出制

に反対， (ii)産業に基金の負担を課すことによって失業を予防する努力をさせる，

という理由で，結局コモンズの失業手防フ・ラ γ に賞成した。乙うして， 21年 2

月上院に提案されたのがいわゆるブーパー法案加であったのである。その際，

コモンズは，実業家の支持を得るため次の点、を主張している。 Ii)この法案は，

すでに実施されている労働者災害補償法の模写であり， lu)デニソ Yのような実

業家は，景気不安定の問題を同様の方法である任意失業保険で解決して合てお

り， liii)との失業予防は，アメリカでの「社会全義的扇動」を終らせる環であり，

刷雇主のみが不安定性(instability) を緩和させる力をもっ叩， と。しかし，

この法案が上院で16対13で無期延期になるや，次年度には，主要目標の 1つを，

上院で多数派をなす農民代表の支持獲得に設定した。そして失業保険が，不況

時での労働者の購買力の増大を意味し，農産物需要を安定させると説得したが，

農民は労働力供給が損われることを重視したため，法案は農民の支持を得るに

は到らなかった'"。他方，この運動に資金援功も含めて支援するようになっ

た AALL は， 22年 l月に， コモンズや合同男子服労働組合のウル 7 ン (Leo

Wolman)や一部実業家の出席のもとに失業立法に関する会議を催すなどの側

面援助を行なった。 ζのような会議は，デニソンやドレイパー〈ヒノレズプラザ

ーズ会社の EarnestDraper) などの実業家が，この法案について，彼らの任

意失業保険プヲンと同一であり，彼らの思想の実現に適切な点法を提供するも

のであると納得するのには役立つたものり，結局多数派工作に失敗し，法案を

とり下げざるを得なかった。加えて調査研究のための臨時委員会の設置も僅差

で否決されてしまった。その後もコモ γ ズは，前述の V カずプラ Y を例として

、れは，州Yz.雇主及び従業員はMずつ拠出し，年度末には，雇主亙び従業員拠出の残額のMの
返済をすることになヲていた。

20) 雇主拠出(州亙び従業員拠出はない〉で雇主を産業に分類¥.-，安定雇用記録に応じて企業に率を
調整する共済保険金社(mut岨 1insurance cornpany)を設立することになっていた。 nNelson. 
opαt.， pp. 109-110 

ll) Ibid.， p. 110 
22) 11白d.，p. 115 
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用いつつ，この法案が税を増大させず，実際に雇主の費用を下げ，労働者の不

安を減少させ，協力を促進させると主張しつづけた問。そしてウィスコン γ ン

議会には， 25， 27， 29年と同様四法案が提案され亡いるがいずれも成立には到

っていなし、。

ところで， 20年代の諸法案り基礎となったフーパ 法案は，以上のような経

過から一般にはコモンズ法案と呼ばれており，彼の失業保険理論に基つ、いてい

た。それ故，ここで彼の失業保険理論の特徴をやや立ち入って検討 Lておと

. 
つ。

コモンズは，第一次大戦後の全般的危機の下で，失業を資本主義体制維持に

とって最大の弱点であるが銀行家と実業家によって基本的には回避できるとす

る。彼は，失業の主要原因としての(!)労働異動(laborturnover)， (ii)季節的失

業，凶景気循環過程で生ずる失業，について， (i)と(u)は労資による調整によっ

て解決可能であるが， (m)の場合は，信用の過剰が原因なので，銀行家が実業家

に拡張資金を提供するのを制限することによって産業を安定化きせ，従って雇

用を安定化させる必要があるとする。コモンズは，この銀行家と実業家が信用

の過剰を生じさせるのを予防する手段として実業家への保険義務の強制を提起

するのである。このように，景気循環過程で生じ，団体交渉の限界を超えるも

のとしての失業問題の解決には，失業保険制度による国家の介入が必要である

とするのであるが，その場合彼は，能率とこの福祉立法との共存をロJ能にする

ような公共政策として対処することを主張する。つまり彼によれば¥能率十経

済発展を促進させるのは実業家の積極性なのであって，彼らに適切な誘因 (in-

ducement) を与えるような国家四介入がなされるべきであるとするのであ

る制。かかる考え方は，失業保険制度をもって，労働者と実業家の利益とみな

し資本主義体制を維持し土うとした体制内改良正呼ぶこ Eができょう。

23) Ibui.， p. 114 

24) j. R. C田町田国，UnemPloyment Insuran田'.1923， pp. 4-6. Rび伊藤土曜「コモンズ研究」

1975， 200-203ベータロ
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こうして体制危機回避のための体制内改良として提案きれたフーハ←法案は，

失業を予防することができない労働者や国家に責任をおくのではな〈雇主の単

独責任こそ望ましいとすることによって，企業聞の競争条件を対等にするとい

う自由競争の秩序を前提したが故に，雇用保証が困難な産業や中小企業に過重

な負担をかけるものとなった。また同時に.国家による労働力管理の機能は限

定され，その制度の管理運営における雇主のイニシアティプは，企業内福利と

しての任意保険と類似するものであった。そしてこの制度としての成功は，富

の再分配ではなし労資協調下での生産性の上昇に依存しており，危険配分や

所得再分配というヨ-"ッパ社会保険の特徴は主要な問題とはみなさわていな

由、っ士こ"0

11 1930年代の各州における失業保険法化運動とその理論

1929年の大恐慌とそれに続〈不況は，アメリカの経済と社会に大打撃を与え

失業率は29年の3.2%から33年の24.9%へと激増し深刻な救済問題を引き起すこ

とになった。それは人口3，000人以上の都市で31年の第 1四半期に，公的機関

3，400万ドノレ (29年同期の217%増)，民問機関は2，250万ドル〔同281%増〉とそ

の救済支出の増大からも明らF であろう。この支出に関する限りアメリカで発

達していた民問機関の方が急速に増大しているが，膨大な失業者を前にこの民

問機関には当然限界があり，やがて公的救済が大部分を占めざるを得なくなっ

てくるのである山。このような危機的状況下で救済の恒久的制度としての失業

保険立法化運動が高揚して〈るのである。そしてお年にはすでに，事態は，

「資本家 (bo田 es)は， w失業保険の立法化を求める運動が非常な勢いを得てき

ている』ことを認める。それ政，今では問題は， どのような種類の社会保険か

になってきた」加と言われるまでに到っていた。

ω 失業保険理論

25) H. J. Bitterman， State and Federal G知nd"胡 Aid， 1938， pp. 285-28& 
26) C. A. Hathaway， A New Phase in the Strug'gle for Social Insurance， The Communisら

VoL 12， No 久 April1933， p. 3師
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30年代の失業保険立法化運動は，大きくは 2つの理論(予防理論と社会保険

理論〉の対抗関係において展開される次の 4プランに分類されうる。

①193日年12月， フーパ一法案をモデルとして AALL によって発表された法案

を典型とする「アメリカンプラン」と呼ばれる予防理論に基づく失業準備金

プラン，

②ノレビノウの見解を反映 1 るオハイオ失業保険委員会報告 (1932年11月入い

わゆるオハイオプランと呼ばれる拠出制保険プラン，

①エプスタインに代表される，イギリスで実施されているような社会保険プラ

'-"， 

④共産党及び失業者協議会 (theUnemployed Council) の推進した社会保険

プヲソ。

前述したように，①のプランは，失業問題が雇主のイニシアティブによって

資本主義体制下でも解決しうる， という前提にたっ。従ってこのプランは，救

済よりもむしろ予防を重視し，政府が利潤動機に訴えるかたちで，すなわち予

防への誘因 (incentive)を雇主に与えることによってそれを成し遂げようとす

るところに特徴をもっ。具体的には，雇主による拠出で，産業グループごとの

共済保険基金 (mutualinsurance fund) あるいは個別企業による準備金を設

立し，雇用を安定化する雇主には負担が軽くなるよう意図されていた叩。

これに対し②のプランは，資本主義下における失業の不可避性を認めた上で，

保険の救済機能を重視し r危険を被る広範囲の人々をカバーする時，最も安

全かつ経済的」であるという考えに基づく。そ Lて社会保険としては，加えて

所得再分配機能が重要であると述べる。こうして，ルピノウ及びダグラスは，

27) ウィスコ γシン州で成立した時 (1932年1且〕の法案内容=個別企業による準備金プラン;10 
人以上雇用し亡いる企業で年所得1500ドル以下の従業員に適用され，賃金支払額の 2%を超えな
い額を雇主が拠出し.準備金が1人当り55ドルを超えた場合.， 1出まで下げら九 1人当り75ド
ル以上になれば，拠出金は州の所得税法の下では控除可能。また，最低基準を満たしている任意
プランは.こり法の適用主免除されるー P.A. Raushenbush. The Wisc岨 sinIdea: Unempl-
oyment Reserves. The An:nals of the American Aca占 myof Political and Social 

k由包ce.Vol. 170. Nov. 1933， p曲，
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次のように①のプランを批判する。 Ii)保険の基本原則である，全産業の合同基

金化による危険の分配が欠如しており， lii)給付額が不均等かっ不十分であり，

加えてそれが準備金の額によって制限されているため，保険あるいは保障なし

の保険計画となっている。 1m)基金と職業安定所にたいする雇主白コントロール

は，雇主及び会社「組合」を不当に強化し，労働者の側での組織化を困難にす

る'" と。従って彼らは，合同基金と従業員拠出を提案したのであった却。し

かしながら，具体的なオハイオプランにおいては，連邦拠出がオハイオでは決

められず， !刊は財政危機で誕出能力がないとし、う理由で，財政による所得再分

配機能は含まれていない。これはヨーロッパの先例1:異なる点で，社会保険の

重要な機能としての所得再分配機能を著しく弱めるものとなったと言えよう制。

次に，③のエプスタイ γによるむの批判点は前述のルビノウ及びダグラプ、と

ほぼ同じであるが，彼の場合には，危険配分機能に加えて政府による所得再分

配機能を重視する徹底した失業保険制度を提唱する。彼は，一方で①のプラン

について産業が失業の原因であり結果に責任を負わせるべきとするのは正しい

が，現在の失業は社会や産業グループではコントロールしえず，失業に最も苦

しんでいる会社や産業に負担をかけて窮地に追いやり，問題は解決しないと厳

L くかっ的確に批判しつつ，他方で，イギリ λ とドイツの経験を例証としなが

ら政府こそが保障のミニマムを提供しえると説得的に展開しようとする。彼

の場合，イギリスプランの成功とドイツプランの完全な挫折は，社会保険収入

の調達方法の相異にあるとする。つまり， ドイツの場合， 1927年にピスマルク

28) P. H. Douglas， SociaZ島 r:u.rit少 inthe United 8;出血s，2. ed.. 1939， pp. 12-13及びI.M

Rubinow， The Qhio Idea: Unemployment Insurance， The A附叫ls，AAPSS， Vol. 170， 
Nov. 1933， p. 82 

29) ダグラスは従業員拠出の根拠として，ノレピノウの十分な給付金の確保という指摘に加えて，労
働者による半等な権限の確保!ほと ζ しくdole)とみな苫れずかっ浪費を少くすることを主張し
ている.なお，オハイオプヲンの樺巨曹は，賃金支払額の3%のち従業員から 1首)の拠出の州
規模合同基金.年最高16週間の給付，拠出開拍3年後(1937)に世験料串 (meritrating)を実
摘。 1.M. Rubinow， ibid.， pp. 80-81及び P.H. Douglas & A. Director， op.ロ't.，p. 491 

30) またオハイオプランにおける経験料率の導入は，彼らの社会保険理論と矛盾しておめ.エプス
タインに酷しく批判されているA.Epstein. Insecunty， 3. Rev. ed.， 1936， pp. 316-317 



54 (54) 第 129巻第l・2号

くBismarck) の原則(賃金と賃金支払税 (payrolltax)を源泉とする〕に沿っ

た失業保険を採用したが，それは，直接的には賃金稼得者として，間接的には

消費者として全費用を労働者に負担きせるために，大衆の購買力の減少となり，

結局この国民所得0)思分配は失業り増大となっていった。二うして，一方では

巨額の利潤が蓄積され，他方では労働者の負担が増大するにもかかわらず十分

な給付が受けられない事態になヮていッたりである山， と。これと対照的に，

貧困と利潤り分配 (sharing) にもとづいたロイド・ジ=ージ(LloydGeorge) 

のイギリ凡社会保険制度は，不況期に高額所得への課税を行ない，それによっ

て利潤の一部を社会保障給付金という形態で大衆に移転させ，購買力を支える

ことによって不況をどうにか「きりぬける」ことができたと把握する叩のであ

る。

それ故，アメリカにおいても，失業保険を国民所得再分配による市場問題解

決の手段として位置づけ，課税権力によって(具体的には所得税〉によって国

民の利潤 (profits01 the nation)のかなりの司ゆを保険基金に投入することを

提唱したのであった。

だが3 このイギリス型の失業保険制度を導入しようとするェプスタイ yの主

張は，同時に資本主義体制の維持を前提とするため，累進所得税をその論理的

限界ーまで推進するのは無謀であるとし，現実には産業と労働者による補充的収

入の利用を提起山するという改良主義的側面をも同時にもつものであった。

最後に④のプラ Yについてであるが，このプランは. 1934年ランディ-:/

(E. Lundeen下院議員〕法案として連邦議会に提出されることになる。だが

31) 1932年までに労働者は賃金の10%を保険に支払っていたーだが500万人以上の央業者がいた同
年9月に.正規の給付を受けたのは60万人だけであり， 200万人が故済名簿にのり， 120万人がど
んな並済をも受けられない状態であった。この絶望がじツトフーのファシズム主持に行ったとエ
プスタインは警告する。 A.Epstein， ibid.. pp. 311-323， 663-665及び A;Epstein， Qur Social 
Seurity Act， HaゅersMagazine， Vol. 1'(2， Dec. 1935， pp. 56-57 

32) 賃金指数は.1928年の100から1934年の96に下がったのみであり，同期間に生活費指数は.16& 

から141に下がり，多数の雇用されている労働者は改善された.と指摘する。 ibid.，即.57-58 

33) A Eps但 in..Fi田 De>皿S問問1Security， The Annals. AAPSS， Vol. 183， Jan. 1936， p.215. 
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その理論の基本は， レーニ γ(B.11. J1eH阻〉の国営労働者保険の原則のアメ

リカへの具体的適用という側面をもち， 20年代後半に労働者(共産〉党によっ

て推進されてきたものであった3ヘここではランティーン法案についてみ亡み

よう。この法案は，不況をなによりもまず国民所得の危機と把える。つまり，

ノレーズベノレトは，失業保険制度を不況克服策として位置づけず，生産を刺激し，

それによって景気を回復した後に，租税ではなく拠出金による自給的な制度を

考えていた問。しかし33年夏のその政策の失敗は，市場の危機を露呈し，市場

の購買力の不足は，そり背後に所得の危機があるととを示した，とするのであ

る。しかも， 司ーロッバでは，との国民所得の危機を覧服するために，測定可

能の危険に対する保護として社会保険が実施されてきたが，この大量失業下で

不十分であることが明らかとなってきている。従って，大量失業は大量補償に

よって対処されねばならないという「社会保険の新しい定義」がなされねばな

らないし，大衆は救済よりも権利としての確固とした社会保険制度を求めてい

る叩，と結論する。このようにしてこの法案は，自らの過失以外で失業してい

るすべての労働者 (workers)及び農民 (farmers)に，彼らの管理下でその地方

の平均的な賃金の支給を要求する。そしてその基金源泉は，最も移転されにく

い所得税であり，具体的には， 相続・贈与税及び所得 5，000ドノレ以上の個人・

法人への所得課税であった叩。以上のようにこの法案は，過剰生産能力の下で，

さもなくば主に新投資へと導かれる径路から不足している購買)Jへと貨幣り流

れを変えることによって，失業補償を行ないつつより効果的な「回復」を計ろ

34) レーニンは，国営労働者保験針。保険は賃労働ゆ当人N，V'家族全部を含み，全労働者を保障，
間企業及び国家負担rよる賃金金額保障，同証理験者自治にもとづく統一的な保険姐搬による管
理，の原則をもつものとした。マルクス=νーニソ主義研究所訳「νーニγ全集」第17巻， 1956 
年.4拍ベーえなお， 1920年代にはアメリカの失業保険の負担者は，雇主と州になっている.
詳しくは. A Program on Unemployment， The Communist， V01. 7， No. 6， June 1928， p 
314を審照.

35) 社会提険についてのルーズベルトの見解はA.M. Schlesinger， Jr.， The Coming of the 
New L】eal，19印 pp.298-299佐々 木専三郎訳「ロ ズグェルトの時代llJ1963. 2日-254ベー
ジ毒照。

~fi) M. V. Kleeck. SecurIty for Americans， New Re.戸lblic，Vol. 81， Dec. 12. 1934， p. 122 
37) ラソディ ン法案そのものについては， AS凹 a1Insurance Spree， American Labor Le，p-

slaa'on Review， Vol. 24， No. 2， June 1934， p. 68毒照.
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うとする景気政策の提起でもあったのである。と同時に，社会変草と社会保険

との関連については["購買力以上の何かが生産的な機械を間断なく動かすの

に必要 経済的保障は，計画化された経済以外ではたぶん得られない」と社

会主義社会の下でのみ完全な保障が確保でき， この法案では， r失業保障の組

織された基礎上で生活必需品、の支出を行うこと，救済の不確実性にとってか

わることを提案するということが強調されるべき」蜘とその改良的意義を述ベ

ていることも留意してお〈べき事柄であろう。

以上4プランの性格を比較検討してきたが， この予防理論対社会保険理論の

対抗関係は， 30年代の不況下では，程度の差こそあれ景気回復の方策をめぐる

対抗関係でもあったと言えよう。十分な直接救済により購買力を増大し，景気

回復をはかろうとした社会保険理論に対し，予防理論は，産業復興を第一義的

に重視し，雇用可能な失業者を公共事業で吸収し，制度としての失業保険には

民間保険原則を意図していたルーズベルトによって受け入れられつつあった。

他方， ["生存権」の保障とでも言いうる十分な救済を主張した社会保険論者は，

主に所得再分配によってそれを確保しようとしたが r労働権」の保障として

の雇用保証の問題，さらには労働者の産業政策との関連で失業保険制度を十分

展開するまでには到っていない。

(2) 幾つかの州における立法化運動一一一ウィスコシシ γ，オハイオ，ニュー

ヨーク一一一一

①ウィスコンシンー-20年代の立法化運動の経験をもっこの州では， 31年 2

月，州議会に， グロープズ (Grobes)法案が提案された。 この法案は， GE社

での会社プランやシカゴ衣服産業での経験にもとづき，フ パ 法案の共済保

険会社の考えから個別準備金の設立へと修正されていた。だがすでに，立法化

を推進する人々の聞にも意見の不ー致が生じていたため，民主党州知事 (P.F. 

La Follet)は.11月の議会に向けて臨時委員会 (interimcommittee)を設置

した。 アンドリユースの援助でウィスコン:/:/失業立法委員会 (Wisconsin

38) M. V. Kleeck， ot. cit.. pp. 121-124 
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Committee for Unemployment Legislation) が組織され，州全体で多〈の議

論がひきおこされ，農民の支持獲得にも成功した問。しかし労働組合は，今で

は，準備金プランが雇主への過大な譲歩であり，労働者の救済に不十分である

として，川のコン}ローノレ下での単一基金を支持するまでになっていた。と同

時に立法化のための統ーの必要性にも合意Lていた。自月末の公聴会では，罰E

言を行った32名の雇主のうち立法化に賛成なのは 4名で残りの多くは任意プラ

ンを支持しつつも立法化には反対していたのこれは当時の雇主の態度を示すも

のとして興味深い。

こうして11月に，臨時委員会よりグロープズ法案の可決勧告が提出された。

そしてこの法案は， 33年 6月 1日までに17，5万人を包括する任意プランが設立

されれば実施きれないという雇主への妥協を伴って成立したのである。この法

律は，不況のため34年まで実施が延期されたが，他の諸川lで Iより費用のか

かる」法案が提案されるにつれて，州内の雇主たちにとっては満足のゆくもの

となっ式こ'"'。

②オハイオ オハイオでは，グリープランド失業保険委員会 (Cleveland

Committee for Unemployment Insurance)において，準備金プランとダグラ

スの社会保険プラン(従業員拠出を伴う合同基金〕の検討がなされ，結局ダグ

ラスの提案が， ::n年 1月， レイノノレズ CJamesReynolds) 上院議員によって

議会に提案された叫。こり法案が好評だったので，同委員会は，ダフィ (T，]， 

Duffy)4.2)を議長とし，ノレピノウを含むオハイオ失業保険委員会 (OhioCommit-

tee for Unemployment Insurance)を州規模で組織し，運動を広げてし、った。

39) この時までに，農民諸組織は，失業準備金が都市町購買力を維持し，農民の財産税負担軽減に
役立つと確信するようになヮていた》

4D) 口 Nel同 月 op口九 pp.119-128. 7!z.び P.A. Raushenbush， 0ρ cit.， pp. 65-68 
41) グリ プランド失業委員会は，オハイオ消費者同盟 (ConsurnersLea呂田 ofOhio)によーって

支援された委員会。なお，ネルソンによれば，オハイオで失業保険の型を特徴づけたのは，一方
で雇主が2L年代の合理化運動に関心がうすし増税反対の保守的畳民と連携し，地方で福祉資本
主義を一散に受け入れない草新主義グノレ プが失業保険の強力な支持者であったことによるので
あった。 D.Nelson， op. cit.. pp. 179-181 

42) オハイォ産業委員会 (OhioIndustrial Commission)の前議長(民主党〉。
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他方，議会が失業保険研究の議決を通過させたので，民主党州知事ホワイトは，

レイノノレズやダフィの要請を受けて， レイノルズ，ノレピノウ及びその潜在的支

持者から成るオハイオ委員会 (OhioCommittee)43>を設置した。ーの委員会が

11月発表した前述の報告は，準備金プヲンに対する社会保険プヲンの闘いでの

転換点をなしたと言われている叫。

さて，各組織の動向についてであるが，オハイオ労働連合は，失業保険を求

める一般組合員の圧力の増大を反映し， 32年にはオハイオプランを支持するよ

うにな勺ていた。他方，オハイォ商業会議所 (OhioChamber of Commerce) 

を中心とする雇主諸組織は，雇ギへの課税，州問競争上の不利を理由に反対し，

オハイオ委員会の公聴会をボイヨットした。また農民組織についても支持を得

るには到らなかった由。こうした状況下で，州知事は，オハイオプヲンに原則

的支持を表現したものの，経済に圧力をかけるため，不況の開立法化を延期す

る声明を議会に送ることになる。そしてこの法案は， 32年 6月，下院で通過さ

れたが，上院では委員会で否決さわしている。しかし，その後の労働組合運動の

高揚は，さらに従業員拠出の削除を強いつつあった組。

③ニューヨ ク この州では， 20年代に少くとも 4法案が提案されたが成

立していなし、。州知事ルーズベルトは，不況下でまず失業予防のための産業安

定化委員会 (Committeeon Stabilization of Industry for Preventation of 

Unernployment)を設置Lた。産業界や労働組合の指導者たちによって構成さ

れたこの委員会において，産業界のリーダー (H.Bruereなど〕達は， 20年代

の会社プランを要求L，もし産業が足踏みしていれば州が立法化するであろう

と述べている叩。さらにルーズベルトは， 31年 2月，失業保険問題を議論する

地域的試みとして，州際知事会議 (InterstateConference of Governors) を

43) 委員会内での立法化反対者は，製造業者リンカーン(J.P. Lincoln)と川農民共済組合長カ
ク(、N.F. Kirk)のみであったe

44) D. Nelson， op. cit.~ pp. 182-184 

45) Ibid.， pp. 183-185 

46) Ibid.， pp. 185-188. 
47) lbid.， p. 164 
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招集した。そこでは，パーキンスくF.Perkins) の指揮の下ですでに失業予防

に関する不ー致が専門家の問で生じつつあった。ウノレマン(L.Wolman)が合

同男子服産業のプラ/~引用しながら合同基金に対する準備金の優越生を主張

したのに反し，ダグラスは，腫菜が失業を減少させ得ないと述べ，失業給付金

による購買力ω安定化機能を力説した。車終的には準備金プランの提案 (32年

2月〉となったが，ここでの論争は，他州の立法化運動にも影響を与えること

になった岨。また，同じ 2月には"'"ーシイ (W.Marcy) 委員会が議会に報

告を提出している4的。この報告の方は，準備金法の早急な制定を拒否し，任意

プラ γ の促進を含む当座しのぎの方法を提案していた。立法化に反対の共和党

は， この報告に賛意を表した。

だが事態は変化しつつあった。 33年8月の州の労働連合大会では. ['失業保

険促進への支持Jが決定され，新たな法案作成に向けてアンドリユースやェプ

スタイ yの組織の代表を加えた委員会が設置された加。ここでも両者の論争が

行なわれたが，一般組合員の十分な給付要求と準備金による会社「組合」促進

への危倶を反映して. 12月，合同基金法案の提案が執行委員会で決定された。

34年 2月に議会に提出されたこの法案 (ByrneーCondon法案〕は，公聴会で多

くの支持が確証され，ニューヨークでの社会保険の勝利を示した'"。だがこの

法案が成立するのは，下院でも民主党が多数を占めて以降. 35年4月であった。

以上，州の立法化運動においては，準備金フランからの離脱=(社会保険プ

ラン〕が明らかに見うけられる。しかしながらそれは，雇主拠出による危険配

分機能の承認〔合同基金〕の方向ではあったものの， この州段階では，未だ政

府拠出による所得再分配機能の承認には到っていないと言えよう〈第3表〕。

48) lbid.， p. 165-166 なお，乙の会議同は，コネチノJッツ，マサヲュヒγツ，ロ ドアイラソド，
ニュージャ ジーの知事とペンジルバニアョオハイオの代表が参加していた。

49) AALLのアンドリュ スによる車椅金プラシ (Mastick=Steingut)が廃案となった際，券議長
保険研究のためのマ}シイ委員会が設置されていた。

50) Ibid.. p. 172 
51) Ibid.. p. 172 
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111 連邦段階での立法仕運動とその理論

(1) 中央集権か地方自治か

不況の初期 (32年頃まで〉においては，失業保険立法化運動は，主に升i段階

での立法化をめざし℃いた。それには連邦憲法上の制限も作用していたとも言

われる問。だが全国的大量失業下での州及び地方の財政危機と救済の不十分さ

は，連邦による失業者保護の必要性を増大させ，同時に全国的な失業保険制康

を求める運動をも高揚させてくると正になる。

ところで，前述の予防理論対社会保険理論の対抗関係は，連邦段階では，次

の 4種類の財政制度との関連で現出してくる。

①単一の基準をもっ全国的制度

@連邦一川制度

(i)給付金額にほぼ等しい費用を州に与える「プロヅク」あるいは「裏負担

(matched)Jなしの補助金制度。これには連邦助成金プランくthefede-

ral subsidy plan)が含まれる。

(ii) I裏負担」連邦補助金制度

(回)租税控除制度 (atax offset system)叩

ダグラスは，①の優れている理由として次の点を指摘する。 (i)全国的に統一

的な給付及び規則の実現， (ii)優秀な公務員の確保，制行政記録の集中化と形式

の標準化，制州聞を移動する労働者への適切な対応，(v)経費の大部分を高額所

得層や企業の超過利潤に課税することが可能となること回。

こり制度の推進者の聞でも強調点D相違に応じて種々であろうが，ここでは

1例としてランディ ン法案の場合をみてみよう。基金源泉についてみれば，

5~) P. H. Dougl日:， op. cit.， p. 20 

53) Imd.， p. 29. 

54) なお，困難な点として，中央集権化された制度に対する伝統的な州権論者の反対と，憲法上の
問題を指摘する。また， 1933年のワグナー ベイサー法によってすでに失業給付金の管理が，連
邦一州ベースでなされており，新たな行政組織を設立する ζとに対する地方からの反対が予想さ
れた“ Ibid.，pp. 32.-3::l 
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州，地方税の場合，財産・売上げ・ガソリン税から収入を得ることになり，逆

進的性格をもち，農民や小財産所有者に負担がかかる一万，無形の所有者を捕

捉できない。それ故，富者への所得税及び相続・贈与税による基金確保には連

邦税が最も適しー亡いよう。また， どのような産業十職業に雇用されていようが，

労働長官の監督下で労働者・農民の失業保険委員会によって管理される，権利

としての全般的福祉の保障のためには，こり全国的制度が望ましかった問。

これと対照的に，州に最も広範な権限を与える(m)は叩，主にウィスコンゾン

プラ γ の支持者たちが望んでいた。だがとの際注意すべきととは，租税控除白

方法が賃金支払税に限定きれることであろう問。従って，州が費用の一部を所

得や超過利潤から得ょうとしても，連邦税からの控除がなされないため，社会

的剰余からの基金確保が困難となろう。加えて，重要なナショナノレミニマムの

設定がなされないことは，州聞の不均等や過度に低い水準設定に結果すること

を予想させうる。また彼らにとって，①の場合には，管理上の複雑さから準備

金制度が採用されないであろうとLヴ危倶もその反対の理由であった叩。

ところで(i)は，連邦政府が基金を賃金支払税あるいは他の諸方法によって得

られる点においても，また，基準を満たす諸州に基金を再配分し，あるナショ

ナノレミニマムと画一性を保証しえることにおいても，①と(i同の中間形態であっ

た。そして，富者への所得税や超過利潤課税には一定の限界をもちつつも，各

州独自の追加的資金源の開発によって，より高水準の給付も可能であった。そ

して管理については，連邦によるミニマムスタンダードに従って分散化される

ことになっていた問。

55) 共産党の場合，何よりもまず労樹者の統ーの視点から社会保険法の主要目標が連邦政府に向け
られていたo L Amter， Unity in the Struggle for Social In回目町e，The C01TlJJ1um:st， Vol 
12， No. 7. July 19叩， p.654 また.ランディーン法案についても，全国的制度と連邦 州制度
の詳細な桂討にもとづく曲者の提起というよりもなお労働者の立場にたつ社会保般原則の確認か
らの直接的帰結としてでてきたものと言いうるように思われる，

56) 州の権限には次の内容が吉まれる.0)持期・給付期間， (ii)給付額の賃金に対する割合， ， (jj~準備

生か合同基金かの選択，制加入のための所得制限，など.P. H. Douglas， op. cit.， p. 38 
57) Ibid.， p. 44. 

58) lhid.. P. 33 
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所得税主主要な基金源泉とし，連邦の補助 (aid) について，げ也方の創意と

中央の監督の調整 (coardination) を可能にしJ，I国全体での十分な水準の保

持と満足のゆく画一的行政を保証する健全な社会保険制度」帥を可能にするも

のとして重視したエプスタインは，乙の制度の推進者の 人として位置づけら

れうる。

(2) 連邦議会に提出された主な法案をめぐって

30年12月 AALLによフて発表されたアメリカンプランは，アンドリュ ス

の指導下で多くの専門家，実業家によ勺て作成されたものであった。だがその

ため同時に多〈の論争を生じさせることにもなっていた町》。他方，このプラン

に批判的な勢力は， 32年まで各州で別々に行っていた運動を，エプスタインの

アメリカ社会保障協会 (AmericanAssociation for Social Security)へと結集

しつつあった叩。また組織労働者についても， 30~31年にかけて 8 州の州労働

連合が失業保険の支持決議を行い， 31年の AFL大会では，代表者の+が強力

な支持者になっていた。そして32年の大会では失業保険立法を圧倒的多数で承

認することになるのである。だが同年 9月， AFL プランとしては， 州段階で

の立法化と雇主拠出を要求するにとどまり，準備金か合同基金かの選択につい

て古え何も述べておらず，なお消極的態度にとどまっていた。こうした状況を

背景として， 31年始め， ワグナー(R.F. Wagner)上院議員は， AALLとの協

力の下に，アメリカンプランと課税免除 (taxexemption) の方法主議会に提

案した。これを契機に設置された調査委員会り報告 (32年 6月〉では任意プラ

ン設立ω雇主に課税免除を与えるワグフー法案を支持したが，上院ではなお州

による立法化を前提としていたし，共和党のフーパー (H.H. Hoover)政権下

では成立しそうにもなかった8830

59) lbid.， pp. 44， 47 
60) A. Epstein， Insecunty， opロ't.，p. 665 
61) ζのプランについてはEの(1)を幸照。なお，書加者，詳しい条項については AnArn町lcan

Pl阻 forUnemployment Reserve Funds. American Labor Legislation RevieuιVol.20， 
No. 4， Dec. 1930 a'見よ.

62) D. Nelson. ot. cit..即 150，152 
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ノレーズベノレト政権になったお年始め， ワグナー上院議員とノレイス(D.J 

Lewis) 下院議員は，両院に(i)連邦 州ベース職業安定所システムの設置， (li) 

民間 (private) 保険基金を設立した雇主に税O~優遇 (tax incentive)を与える

法案を提出した。これはノレーズベルトの支持の下に前者のみがワグナ =ベイ

サー (Wagner-Payser)法と Lて成立したので，ワクナ ロルイス両議員は，

翌年2月，税の優遇より強制的な租税控除プランと雇主への賃金支払税 (5

%)を什う法案を提案した。これは，広範な支持を得るため，ウィスコンシン

プヲンもオハイオプヲンも許容する非常に穏やかな州のミニマムを内容として

いた64Lだが特記すべきことは.3rv4月の議会歳入委員会 (HouseWays and 

Means Committeゅでは，結局この法案を消極的に支持したエプスタインやオ

ハイオ委員会の代表を含む失業保険の支持者が，アンドリユースなどのアメリ

カンプランの支持者よりも多くなってきていたことである。もちろんこの法案

に対して，商業会議所のような資本家組織は，市民福祉に関する州権の侵害と

して反対し，任意プランへの支持をくり返していたけれども刷。

他万，全国失業者協議会や共産党に支えられて周年2月下院に提出されたラ

ンディーン法案は. AFLに公的に反対されたものの. AFL傘下の地方組合や

多〈のソーシャルワーヵーに支持を広げつつあった問。その結果，下院労働委

員会 (HouseCommittee on Labor) の公聴会ではわずかの差で通過勧告が出

され，下院ではほぼ50粟を獲得したのであった町。 ζ の乙とは，同法案への支

持層り広がりを示すとともに，保守層への大きな脅威となったのは確かであろ

P ノ。

こうした状況下で，ルーズベルトは， ワグナー=ノレイス法案が32午の民主党

綱領「州法における失業保険」の条件を満たしていると支持の言明を行い，さ

68) lbid.， 四 136-137

64) P. H. Douglas， ot. cit.. pp. 2-22 
65) D. Nel回'n.O.少'.cit.， pp. 202-203. 
66) 10凹以上の地方組合と 3州(~ロラド，アイオワ，モンタナ)の労働連合の支持を得ていた。

A Social Insurance Spree， op. cit.， p. 69 
67) P. H. Douglas， ot. cit.. pp. 81-82. 
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らに包括的な社会保障制度に向けてz 経済保障委員会闘を設置した。

(3) 経済保障委員会での論争と法案の成立

ハーキンスとウィッテ (E.E. Witte)は， ワグナー=ルイスの方法が最も現

実的であるとして推進した。その際彼らは，租税控除規定が合憲性を確保でき

るという乙と，また万一違憲とされても州での立法は可能であることを利用し

た問。しかし，エプスタ fンやダグラスのような社会保険論者を委員会から排

除していたにもかかわらず，スチょワート (BryceStewart) は，産業あるい

は大企業が基金をもつことを認めつつも，雇主，従業員及び政府拠出で連邦政

府によって管理される全国的制度を提唱した。この提案は，多少修正され専門

委員会報告として.10月1日の経済保障委員会に提出された。これは， もし合

憲ならば全国的制度が望ましいこと，もし川に管理される場合にも，給付水準

確保のため一部は全国的基金に充てるべきと指摘10)しており，明らかに租税控

除規定や準備金の考えと対立するものであった。この論争中に代替案として考

案されたのが， 両者の中間案である助成金 (subsidy) プラ y という連邦 州

協調プランであった。全国的プランの支持者たちは，全国的な給付水準の設定

を認めるこのプランを次善のものとした。結局， 11月4日の経済保障委員会に

はζれら 3プランが提出され，論争の末，ホプキンズの連邦 州制度の採用提

案が経済保障委員に承認され，さらに彼によって， ワグナーニルイスの方法が

最善のものとされた7口。

また，諮問委員会でも 3プランが議論されたが，全国的制度に対する経済保

障委員会の反対主ウイヅテに説明されて以降，助成金プアンとワグナ =ルイ

スの方法に検討が集中された。だがここでもウィッテの意図に反して多くのメ

ンバーが助成金フ@ランE支持した。その中で特徴的なのは，予防理論を支持し

68) 委員長，骨働長官F.パ キンス，委員，連邦緊急並官庁長官H.L ホプキ γァ'~，財務長官H

モーヶソソー，法務総激日カミング人農務長官H.Aウオレス.事務局長;E.Eウイグ
テ，専門委員会，官吏20名，諮問委員会，官吏以外の雇主，従業員及び大衆0)代表者。

69) D. Nelson， op. cit.， p. 207 
70) E. E. Witte， The Developηwnt of the Social Security Act， 1962， pp. 112， 114 
71) Tbたま， pp. 115-118 



66 (66) 第 129巻第1.2号

Tこ雇主たちが， I州法から免れた全国的な基礎上で産業基金を設立する方が容

易である」加という理由で，助成金プランに賛成したことであろう。ここには，

州レベルを超えた大企業による中央集権的な皇室業基金管理の意図が見うけられ

る。こうして，諮問委員会でも 5名の雇主〈うち 4名は会社プランの経営者〕

全員の賛成でもって， 9対 7で助成金プランの支持が決められた。だがこれも

経済保障委員会によって結局は無視された問。

11月には，この経済保障委員会も，公衆の批判を反映し，全国的制度の可能

性について検討を行ったが，差し迫った議会を前にして，一方で裁判所をも意

識して1:'のような全国的給付水準も含めないで州に最大限の自由を認め，他

方で管理費用については助成金プランを認める租税控除プランという妥協的形

態で最終的に報告が提出されたのであった問。

この法案は，当然議会でも広範囲にわたる論争を呼び起した。だが，結局，

実業界に忠実な共和党議員さえも， I投票の際の報復を恐れて， 全段階で

抵抗したあと， 大変動に賛成Lたと記録させることを許すJ75)まで事態は進ん

でお旬，圧倒的多数で両院通過後， 35年 8月大統領の署名で成立したのであっ

Tこ7630

おわりに

35年の社会保障法の一環をなす失業保険は，基本的には20年代に主張された

体制内改良としての予防理論の法制化であったと言える。しかしそれが長期不

況下で救済と社会保険を求める運動の高揚=危機への対応であったが故に，保

守的側面とともに予防理論と矛盾する側面=社会保険理論へり妥協をも同時に

72) D. Nelson， op. cit， p. 209 
73) lbid， pp. 209-210 

74) P. H. Dougl田 ，op. cit.， p. 50 

75) A. J'.在Schl四 inger，]r.， op. ot.， p. 302 
76) 連邦社会保障法規定要略については， 0. C. Richεr and W. R. Williamson， The Social 

Se叩問tyAct 0.1 1935 and the Work 0.1 the Committee on E出 nomicSecurity厚生省

県険局調査資料第22号 f1935年持金保障法と経揖保障委員会の事業J195C年町附録参照。
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内包するものであった。州段階では，社会保険の 要素たる危険配分機能=合

同基金の一部実施がそのーっとして指摘されよう。また，連邦段階においても，

実質的に立法化されなかったが，生存権の保障を基礎にして雇主の主導権によ

る改良を克服する契機としての所得再分配の運動と理論も評価と検討に値する

ものであった。もらろんこれらの理論も，不況下であったため景気回復策とし

ても位置づけられたがl 市場問題からのアプローチが中心で，雇用保証を伴う

産業政策との関連では十分に展開されたとは言いがたし、。ともあれ以仕のよう

にLて成立した失業保険は，雇主の主遵権の下における企業内保険と，公的な

財政調整制度に支夫 hれた統一的な公的保険との妥協の産物であったがために，

給付水準の低き，全国的給付水準設定の失敗=州問の種々の不均等，さらに70

年代の不況下での州基金の枯渇など，深刻な諸矛盾を露呈させ，新たな解決を

迫られる必然性をもつものであったと言えよう。

最後に， こうした過程は，企業内労務管理から国家による労働力統制への矛

盾を苧んだ展開としても把握することができるが， この点の十分な検討は今後

の課題としたい。

(1981. 8. 6) 


